
開発構想届 書類作成要領  ※ 整理順序どおりに書類等を整えて提出してください。                         2024.4.1 

「河内長野市開発事業の手続等に関する条例」第 12条第 1項に規定する開発構想届は下表に示す開発構想を記載した書面及び図面とする。 

整理順序 書面及び図面名 縮尺 作成要領 備  考 

１ 大規模開発事業構想届出書 ― ・必要事項を全て記載されたもの 様式第 1号 

２ 位置図 1/2500 ・開発事業の区域・周辺の土地利用がわかる図面 開発事業区域を赤線で表記すること 

３ 現況図 1/500 

・開発事業の区域・建物の位置・接道となる道路の幅員や

過去の土地利用状況等、開発事業区域周辺の状況のがわ

かる図面 

開発事業区域を赤線で表記すること 

４ 土地利用計画図 1/500 

・建物の平面図、立面図で建物の大きさ、高さ及び階数が

わかるもの 

・建物計画が定まっていない場合は、予想される規模及び

場所を点線で標記する 

開発事業区域を赤線で表記すること 

５ 建物の概要を示す図面 1/200 
・建物計画が定まっていない場合は、図面は不要とし、建

物概要を書面にて説明することも可 
 

６ 公図の写し ― 

・法務局で取得した公図で隣接地及び接道部分の所在地 

が確認できるもの 

・法務局での取得年月日が表示されているもの 

（３ヶ月以内に発行されたもの） 

 

７ 土地の登記事項証明書の写し ― 
・法務局での取得年月日が表示されているもの 

（３ヶ月以内に発行されたもの） 
 

８ 周辺住民範囲図 

1/500

～ 

1/2500 

・周辺説明を要する範囲を記入したもの 
開発区域を赤線、周辺説明範囲を青線で表

記すること 

９ 
標識の設置状況がわかる写

真 
－ ・標識の記載内容が明確に分かるもの  

１０ 
その他市長が必要と認める

図書 
― ・開発構想届提出後、書類審査の結果、決定する 

開発事業区域の位置、計画の概要、周辺説

明の範囲を知る上で必要と認める書類を求

める。 


